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要   旨： 
 増田氏は、平成の市町村合併を推進する役割を果たした最小効率規模論（一人当たりの歳出額

が最小となる規模を基準とする議論）に疑問を感じ、適切な規模のあり方を展望しようとするの

である。とりわけ、この議論を農村部にあてはめることは非現実的であり、より妥当な規模論を

提示する必要があったからである。したがって、増田氏は適正規模論としての従来の最小効率規

模論の課題を明らかにし、量的アプローチの手法によって新たな適正規模論を導き出そうとして

いるのである。 
 第一章では、市町村の適正規模について理論的な分析を行い、適正規模を導く研究方法を探ろ

うとする。そのためには、効率性の観点のみならず、民主性の観点、地域の一体性や重層性等の

多様な観点からのアプローチが必要である。ひとつの研究でこのことを達成するのは困難である

が、増田氏は、様々な変数や価値を含む枠組みを構築した上で、適正規模の研究への展望を切り

開こうとするのである。第二章では、これまでの最小効率規模の研究について、第一に、従属変

数に「歳出総額」ではなく「一人あたりの歳出額」を用いていること、第二に、回帰式は人口の

対数値の二次式になっていること、第三に、面積を導入する場合、「一人あたりの面積」ではな

く「総面積」を用いていること、の三点の問題点を明らかにする。そこで、第三章では、これら

の問題点を克服するために、新たなモデルの構築を目指し、第四章では、人口、面積と歳出額と

の相互関係を分析することで、これらの関係を数式で表すことを行っている。第五章では、2002
年度と 2008 年度のデータを比較し、この間に起こった歳出構造の変化を考察する。こうした結

果、農村部のような人口の割に面積が広大な地域は、都市部と同等の効率性を実現できないとい

う結論を導き出している。このことは、これまでの研究においても、記述的もしくは論理的には

証明されてきたが、増田氏の研究によって数量分析でも証明されたことになる。 
 増田氏の論文には、結局民主性の観点、地域の一体性や重層性の観点を含めた総合的なアプロ

ーチがなされておらず残された研究課題もあるが、これまでの量的分析のアプローチに一石を投

じたことには大きな意義がある。 
よって、本論文は、博士（政策科学）（同志社大学）の学位論文として十分な価値を有するも

のと認められる。 
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要   旨： 
 
増田氏の学位申請論文について、2011 年Ⅰ月 22 日 14 時 50 分から 15 時 50 分まで、公聴会

方式により口頭試問を実施した。まず、増田氏自身から約 30 分にわたって論文の概要について

のプレゼンテーションを行ってもらい、その後約 30 分間、増田氏と審査委員との間で質疑応答

を行った。 
 審査委員からは、まず、論文中に使用されている用語、概念、基本的認識についての理解につ

いて確認があったが、増田氏はいずれに対しても明確かつ正確に説明していた。また、内容面で

の弱点や疑問点についての質問に対しても、今後の研究課題を示した上で審査委員を納得させる

回答をしていた。 
 以上のことから、増田氏の十分な研究能力を確認することができた。 
 また、外国語能力については、多くの英語文献を的確に参照、引用しており、研究に必要な外

国語能力は十分であると判断した。 
 よって、総合試験の結果は合格であると認める。 

 








